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判決言渡 平成１９年１０月２５日

平成１９年（行ケ）第１０２０５号 商標登録取消決定取消請求事件

口頭弁論終結日 平成１９年１０月４日

判 決

原 告 株 式 会 社 瓢 月 堂

訴訟代理人弁護士 渡 邊 敏

訴訟代理人弁理士 齋 藤 悦 子

訴訟代理人弁護士 森 利 明

被 告 特 許 庁 長 官

肥 塚 雅 博

指 定 代 理 人 田 代 茂 夫

同 内 山 進

主 文

１ 特許庁が異議２００５－９０６５８号事件について平成１９年４月

１９日にした決定を取り消す。

２ 訴訟費用は被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

主文同旨。

第２ 事案の概要

本件は，原告が有する後記商標登録について，株式会社グレープストーンが

登録異議の申立てをしたところ，特許庁が同登録を取り消す旨の決定をしたこ

とから，原告がその取消しを求めた事案である。

争点は，本件商標と引用商標との類似性，及び引用商標に係る商標登録が後

に不使用取消審判において取り消された場合の法律関係である。

第３ 当事者の主張
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１ 請求の原因

(1) 特許庁における手続の経緯

原告は，平成１７年３月７日，下記内容の商標（以下「本件商標」とい

う。）について商標登録出願をしたところ，平成１７年８月２３日に特許庁

から登録査定を受け，平成１７年９月３０日に登録第４８９７４３１号とし

て設定登録がなされた（以下「本件商標登録」という。）。そして，本件商

標を掲載した商標公報は，平成１７年１１月２日に発行された。

これに対し，平成１７年１２月２７日に株式会社グレープストーン（以下

「訴外会社」という。）から登録異議の申立て（以下「本件登録異議の申立

て」という。）がなされたので，特許庁は，これを異議２００５－９０６５

８号事件として審理した上，平成１９年４月１９日，「登録第４８９７４３

１号商標の商標登録を取り消す。」との決定（以下「本件決定」ということ

がある。）をなし，その謄本は平成１９年５月１４日原告に送達された。

記

・商標（標準文字） ・指定商品

第３０類大阪プチバナナ

「菓子及びパン」

(2) 決定の内容

本件決定の内容は，別添決定写しのとおりである。その理由の要点は，本

件商標は，下記内容の商標（以下「引用商標」という。）と類似し，指定商

品も同一又は類似であるから，その登録は商標法（以下「法」という。）４

条１項１１号に違反する，というものである。

記

・商標（標準文字） ・指定商品

第３０類大阪ばな奈

「菓子及びパン」

・登録番号 第４４４２５４２号
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・出願年月日 平成１２年１月２５日

・登録年月日 平成１２年１２月２２日

・商標権者 株式会社グレープストーン

（訴外会社）

(3) 本件決定の取消事由

しかしながら，本件決定の判断には，次のとおり誤りがあるから，本件決

定は違法として取り消されるべきである。

ア 取消事由１（「プチ」の文字の意味についての認定の誤り）

(ア) 本件決定は，「『プチ』の文字は，『小さい，かわいらしい』等の

意味合いを有するフランス語（petit) の表音であって，菓子，パン等の

指定商品の分野においては商品の形状，品質等を表示する語として普通

に使用されている外来語と認められる。」と認定している（２頁１８行

～２１行）。

(イ) しかし，「プチバナナ」は造語であり，特定の観念は生じない。

(ウ)ａ フランス語の「petit」は，法律用語としては，「小さい, 重要で

ない」という意義がある。

ｂ そして，研究社「新英和大辞典」には，以下の記載がある。

・petit bourgeois 小市民（の）, プチブル階級の（人）

・petit four 小形の（パウンド）ケーキ

・petty [petit] jury, trial jury 小陪審 (１２名)

・petit larceny 軽窃盗，盗塁

・petit mal てんかんの小発作

・petits chevaux 一種のとばく

・petit souper 略式夕食

・petits pois 小粒青えんどう

・petits soins 細かな心使い
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・petit verre 小グラス，リキュール一杯

ｃ また，「インターネットInfoseek楽天 マルチ辞典」には，以下の

記載がある。

・petit couteau 小刀，特に，西洋料理で用いる料理用の小さな包丁

・petitgris 小さな銀のリスの毛皮，また，その色，灰青色

・petitesauce 応用ソース，グランド‐ソースをもとにして作る，

ドミグラス－ソース，タルタル－ソースなど，多くの

種類がある。

・petitette 小じんまりと小さくまとめた髪型

・petitetomate トマトの１品種，桜桃(おうとう)形トマト，サクラ

ンボに似て，赤または黄色

・petit-bourgeois 小市民．小農民，小工業者，小商人など．本質

的には労働者階級に属しながら，ブルジョワ的意

識によって生活している階級

・petit point ゴブラン織りなどに用いるステッチの１つ．短い斜め

のステッチ

ｄ 以上のように，フランス語の「petit」については，「小さい，か

わいらしい」等の意味合いを越えた独自の意義が発生しており，単

なる商品の形状，品質等を表示する語ではない使用例が多くある。

(エ)ａ 「インターネットInfoseek楽天 ハイブリッド検索」で「プチ」

の造語を検索したところ，以下のような造語が検索された。

「プチホームページサービス」，「プチ小金持ち」，「プチ日

記」，「プチ旅行」，「プチモールブログ」，「プチバリ」，「プチ

整形」，「プチメリー」，「プチ内職在宅ネットワーク」，「プチ不

倫」，「プチ株」，「プチカウンタ」，「プチホテル」，「プチコミ

ック」，「プチスマイル」，「プチ浮気」，「プチホテル」，「プチ
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ギフト」，「プチ極楽ホテル」，「プチアンケート」，「プチパラダ

イム」，「プチＳＴＡＲ」，「プチネット」，「プチ蔵」，「プチ留

学」，「プチ断食」，「プチバンビーナ」，「プチ掲示板」，「プチ

ボード」，「プチハンゲーム」，「プチサイト」

ｂ 以上のように多くの「プチ」が使用されているから，「プチ」の文

字は，「小さい，かわいらしい」等の意味合いを越えた独自造語とな

っており，単なる商品の形状，品質等を表示する語ではない使用例が

多くある。

(オ) 原告が主張する上記の使用例は，「プチ」が単に性状を表すという

よりは，言葉の持つ性質に由来するものである。すなわち，「プチ」の

「プ」は無声の破裂音であり，特に「パ」行の破裂音は，耳障りのいい

音であり，はっきり識別できる音である。したがって，「プチ」はこの

ような音自体が有する性状から言葉の響きのみで使用されている例が多

い。

(カ) 以上のとおり，「『プチ』の文字は，『小さい，かわいらしい』等

の意味合いを有するフランス語（petit) の表音であって，菓子，パン等

の指定商品の分野においては商品の形状，品質等を表示する語として普

通に使用されている外来語と認められる。」（決定２頁１８行～２１

行）ということはないのであって，本件決定の上記認定は誤りである。

イ 取消事由２（本件商標から「大阪のバナナ」の観念が生ずる旨の認定の

誤り）

(ア) 本件決定は，「そして，『バナナ』の文字は，バショウ科の多年草

で果実の芳香美味な果物の名称を表す語と認められる。そうすると，本

件商標よりは，全体として『大阪の小さい（かわいらしい）バナナ』ほ

どの観念を生ずるものといい得るが，本件商標は『大阪』と『バナナ』

の文字を結合したところに大きな特徴があると認められ，『小さい（か
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わいらしい）』の意味合いの形容部分がこれに接する者に商品の識別に

おいて大きな影響を与えるものとみることはできないから，これに接す

る者は，『大阪』と『バナナ』の文字部分に着目し，商品の形状，品質

を表したにすぎない『プチ』の文字部分を捨象し，単に『大阪のバナナ

』の観念をもって取引に当たる場合も決して少なくないというのが相当

である。してみれば，本件商標よりは『大阪のバナナ』の観念をも生ず

るものと認められる。」と認定している（２頁２１行～３２行）。

(イ) しかし，「バナナ」は特に菓子の分野では，菓子の内容を表示する

ために広く使用されている言葉である。例えば，「バナナケーキ」，

「チョコバナナ」，「バナナ最中」，「バナナボート」，「バナナのお

菓子」，「焼きバナナ」，「バナナパウンド」，「バナナカステラ」，

「バナナロール」等である。ＧＯＯウェブで「菓子 バナナ」を検索し

たところ，５万３２００件が検索できた（甲６の１）。また，同様にＧ

ｏｏｇｌｅで検索したところ，７６万２０００件が検索できた（甲６の

２）。さらに，Ｙａｈｏｏ！ＪＡＰＡＮでは，２００万件検索できた。

(ウ) 本件商標は「大阪プチバナナ」であり，一般消費者の中で大阪とい

う日本第２の都会の小さなバナナを想起する人は，皆無に等しい。大阪

とバナナは結びつくわけがない。大阪はバナナの生産地であると考える

人は，一般の常識を有する消費者であれば，皆無である。

(エ) したがって，本件商標から，「プチ」の文字部分を捨象した「大阪

のバナナ」のような観念は生じないから，本件決定の上記認定は誤りで

ある。

なお，フリー百科事典「ウイキペディア（Wikipedia）」は，商標

「東京ばな奈」について，「東京バナナ」，「東京ばなな」は誤りであ

るとわざわざ特記している（甲７）。これからも明らかなように商標

「東京ばな奈」は「奈」の文字に識別力がある。
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ウ 取消事由３（観念についての対比判断の誤り）

(ア) 本件決定は，「本件商標よりは『大阪のバナナ』の観念をも生ずる

ものと認められる。他方，引用商標２（判決注：本訴の引用商標。以下

同じ）よりは，その構成文字に相応して，『オオサカバナナ』の称呼を

生ずるものである。そして，構成中，『大阪』の文字は上記と同じく我

が国第二の都市名を表し，『ばな奈』の文字はこれを『バナナ』と容易

に称呼し得るものであって，無理なく果物の『バナナ』を認識させるか

ら，引用商標２よりは，全体として『大阪のバナナ』の観念を生ずるも

のと認められる。そうすると，本件商標と引用商標２とは，それぞれよ

り生ずる『大阪のバナナ』の観念を同じくする…」と認定している（２

頁３１行～３頁２行）。

(イ) しかし，本件商標の「プチバナナ」は造語であり，無意義語であ

る。また，引用商標の「大阪ばな奈」は，「大阪のバナナ」の観念を生

じない造語である。引用商標は「大阪ばなな（バナナ）」ではなく「大

阪ばな奈」であり，「ばな奈」は造語である。したがって，引用商標か

らは，特別の観念を生じない。

(ウ) 以上により，本件商標と引用商標は観念において対比が困難であ

り，本件決定の上記認定は誤りである。

エ 取消事由４（称呼についての対比判断の誤り）

(ア) 本件決定は，「本件商標と引用商標２とは，…称呼においても『オ

オサカプチバナナ』と『オオサカバナナ』とは，称呼の識別において印

象の強い前半部において『オオサカ』の音を同じくし，後半部において

も『バナナ』の音を同じくするものであって，わずかに中間部において

『プチ』の音の有無の差異を有するにすぎないから，それぞれを一連に

称呼した場合，相当程度近似した相紛らわしい音として聴取されるとい

うのが相当である。」と認定している（３頁１行～７行）。
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(イ) しかし，称呼においては，本件商標が「オオサカプチバナナ」であ

り，引用商標が「オオサカバナナ」であるから，２音相違しており，両

者は称呼が異なる。特に本件商標は「プチバナナ」が要部であり，「オ

オサカ」の部分が省略されて，「プチバナナ」と称呼される。「オオサ

カバナナ」又は「オオサカ」の部分を省略すると「バナナ」となる引用

商標とは称呼の点で差異がある。

なお，被告は，「プチ」の語は，大きさを形容する語であり，観念的

にも強い印象を与えるものとはいえないから，本件商標と引用商標は称

呼において類似すると主張するが，称呼の対比で観念を持ち出してお

り，論理的に破綻している。

(ウ) したがって，本件決定の上記認定は誤りである。

オ 取消事由５（引用商標の不使用取消審決）

(ア) 原告は，平成１９年２月８日付けで，引用商標に係る商標登録（登

録第４４４２５４２号）について法５０条１項による不使用取消審判請

求をし，同請求は特許庁において取消２００７－３００１３７号事件と

して審理されることとなったが，同請求があったことは，平成１９年２

月２８日商標登録原簿に予告登録された。

特許庁は，上記事件について審理した上，平成１９年６月１９日，被

請求人である訴外会社は何ら答弁をしないから，訴外会社は引用商標の

使用をしていることを証明せず使用をしていないことについて正当な理

由があることを明らかにしないことになるとして，引用商標に係る商標

登録（登録第４４４２５４２号）を取り消す旨の審決（以下「別件審

決」という。）をし（甲８），同審決は平成１９年７月３０日に確定し

た（甲１０）。

(イ) 別件審決は上記のとおり確定したから，引用商標に係る商標登録

は，上記取消審判請求の登録日である平成１９年２月２８日に消滅した
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ものとみなされた（法５４条２項）。

(ウ) したがって，本件決定の日である平成１９年４月１９日には引用商

標に係る商標登録は消滅していたから，本件決定は違法である。

また，本件決定時には，訴外会社による本件登録異議申立てはその申

立ての基礎が消滅していたことになるから，訴外会社には遡及的に申立

ての利益がないことになる。

(エ) ところで，以上の立論は，法律上の利益の考量を行っても，次のと

おり十分に理由のあるものである。

ａ 引用商標には後願排除効を認めるべきでないこと（先登録商標とし

ての実体の欠如）

第１に，法１条は「この法律は，商標を保護することにより，商標

の使用をする者の業務上の信用の維持を図り，もって産業の発達に寄

与し，あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」と規定

する。したがって，商標はそれを使用する者の業務上の信用の維持が

大前提であり，逆に言えば不使用商標については，登録主義の下では

一定の保護があるが，不使用なるがゆえに使用商標との間の抵触につ

いては，使用商標を重視して法解釈をすべきである。

第２に，法４条１項１１号は「当該商標登録出願の日前の商標登録

出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって，その商

標登録に係る指定商品若しくは指定役務（第６条第１項（第６８条第

１項において準用する場合を含む。）の規定により指定した商品又は

役務をいう。以下同じ。）又はこれらに類似する商品若しくは役務に

ついて使用をするもの 」と規定する。法４条１項１１号の法意は，

権利範囲の重複する商標権の発生を阻止し，もって先登録の商標権を

保護し，併せて需要者における商品出所の誤認混同を防止することに

ある。



- 10 -

以上のような法の規定からすると，本件のように引用商標の不使用

により商標権が消滅した場合は，使用商標である本件商標を重視して

保護すべきであり，先登録商標としての実体を欠如した引用商標に後

願排除効を認めるべきでない。

ｂ 取消理由の基準時

平成８年法律第６８号による改正前の付与前異議制度の下では，異

議の申立ての審理段階で先登録商標が取消しになれば，これを斟酌し

て登録の可否が判断されていた。ところが，同改正後の付与後異議の

制度の下で，取消理由の判断の基準時を登録査定時とすると，実際上

は異議申立てによって登録前異議の場合と同様に再審査を行うにすぎ

ないのに，異議の申立て前の登録査定の時点で先願登録商標が存在し

ていたという理由で商標登録が取り消されることになり，権利者の防

御方法が著しく制約されることになってしまう。

付与後異議の制度は，審査段階における審査官の負担を軽減して審

査を促進しつつ，この審査判断の適否を上級審（審判合議体）で判断

することにより，権利者と一般公衆の公平性を担保することを趣旨と

するものであり，その趣旨を考えるなら，異議手続における権利者側

の防御方法を制約する必要性も合理性もないはずである。

本件においては，本件決定の時点において，遡及的に引用商標が消

滅し，引用商標の実体が消失したのであるから，商品取引における混

同の可能性も考慮して，本件決定は遡及的に基礎を失ったと解すべき

である。

また，本件においては，審査の段階で引用商標との類似を理由に拒

絶査定がなされていれば，引用商標の不使用取消審決があったことに

より，拒絶査定に対する不服審判において本件商標の登録が認められ

ることになった可能性があり，登録査定をした場合と拒絶査定をした
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場合とで結論が正反対になるという看過し難い不均衡が生じたことに

なる。言い換えれば，原告は，登録査定があったことにより，かえっ

て，引用商標を排除する機会を奪われることになったのであり，この

ような結果をもたらす解釈が不当であることは明らかである。

ｃ 無効審判との比較

ある商標が登録されたのに対して，法４条１項１１号を理由として

無効審判請求がなされたことを想定した場合，先登録商標が登録時に

は存在していたものの無効審判請求時には消滅していた時は，審判請

求の利益がないことは明らかである。また，無効審判請求後審決前に

先登録商標が消滅していた場合にも，審決時に先登録商標が消滅して

いる以上審判請求の利益を後発的喪失したことになる。さらに，無効

審判請求後，商標権者が引用商標に対して不使用取消審判を請求し，

確定は審決より遅れた場合にも，不使用取消しの場合には，不使用取

消審判請求時に消滅の効果が遡及するから，審決前に不使用取消しに

より商標が消滅した場合と利益状況は何ら変更はない。審理の早さに

より，又は種々の事情により審理期間が変化することにより，取扱い

が異なることは利益状況からして適当ではない。したがって，審決後

に不使用取消審判が確定した場合にも，不使用取消審判請求時が審決

の前であれば，審決前に不使用取消審判により商標の消滅が確定した

場合と同様に取り扱うべきである。

以上の無効審判の例を登録異議申立ての例に敷衍することは，利益

考量上全く同等の事例であるので許されると考える。

(オ) また，仮に，法４条１項１１号に当たるかどうかの判断の基準時が

商標登録査定時であるとしても，次のとおり，本件商標登録査定時（平

成１７年８月２３日）に引用商標が使用されておらず，原告が本件商標

を使用していたことからすると，本件商標登録を取り消すことは，法１



- 12 -

条の趣旨に悖ることになるから，取り消されるべきではない。

ａ 引用商標は，上記(ア)のとおり不使用により取り消されているか

ら，同取消審判請求の登録日である平成１９年２月２８日前３年間，

すなわち，平成１６年３月１日以降は使用していなかったことにな

る。そうすると，本件商標登録査定時である平成１７年８月２３日に

は，引用商標は使用されていなかったことになる。

ｂ 原告は，平成１６年１０月１日から，焼菓子「大阪プチバナナ」の

販売し，本件商標を使用している。

２ 請求原因に対する認否

請求原因(1)，(2)の各事実は認めるが，(3)は争う。

３ 被告の反論

(1) 取消事由１及び２に対し

ア 「プチ」の語については，以下のとおり，各種辞典類にその語が掲載さ

れており，我が国においても広く知られている語である。

(ア) 「プチ【ｐｅｔｉｔフランス】」の見出しで，「『小さい』『かわ

いい』などの意。」と記載がある（「広辞苑第五版」２３４０頁［１９

９８年１１月１１日株式会社岩波書店発行］。乙１）。

(イ) 「プチ（接頭）〔フ petit〕」の見出しで，「通常のものよりも

小型である様子」と記載がある（「新明解国語辞典第六版」１３０６頁

［２００６年２月１０日株式会社三省堂発行］。乙２）。

イ また，「プチ」の語が，本件商標の指定商品である「菓子及びパン」を

取り扱う業界において，「小さい」又は「かわいらしい」等の意味合いで

採択・使用されている事実は，以下のインターネット及び新聞等の用例に

照らしても明らかである。

(ア) カバヤ食品株式会社は，「カバヤ食品のホームページ おかしカタ

ログ チョコレート」の見出しのホームページにおいて，各商品につい
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て，以下のとおり広告している（乙３の１）。

ａ チョコレート菓子「プチソフト」について，商品の包装に「小さく

てかわいい…コーンカップチョコ」との記載があり，また，商品説明

に「…ソフトクリームをそのままミニチュア化したチョコスナック」

との記載がある（乙３の２）。

ｂ チョコレート菓子「プチソフトいちご」について，商品の包装に

「まるごと小さなソフトクリームの…コーンカップチョコ」との記載

があり，また，商品説明に「…ソフトクリームをそのままミニチュア

化したチョコスナック」との記載がある（乙３の３）。

ｃ チョコレート菓子「プチプリンチョコ」について，商品説明に「プ

リンをモチーフにしたかわいい小粒チョコ」との記載がある（乙３の

４）。

ｄ チョコレート菓子「プチパステル」について，商品説明に「ティッ

ピングアイスのような，かわいいチョコスナック」との記載がある

（乙３の５）。

(イ) カバヤ食品株式会社の「チョコ三昧バックナンバー【カバヤ】２０

０１年」との見出しのホームページにおいて，「カバヤ プチプリン」

について，「２００１年５月 …かわいいプリン」との記載がある（乙

４）。

(ウ) カバヤ食品株式会社の「チョコ三昧バックナンバー【カバヤ】２０

０２」との見出しのホームページにおいて，「カバヤ プチごまだんご

チョコ」について，「２００２年９月」，「プチデザートシリーズ そ

っくりかわいい中華なデザートチョコ」，「昨年９月に箱入りの『ごま

チョコ』ってのがあって，…そう，全く同じなんですけど，チョコの味

が全然違う。」との記載がある（乙５）。

(エ) 江崎グリコ株式会社の「ひとくちアイス『まゆたま』新発売／２０
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０６年２月」との見出しのホームページにおいて，「まゆたま」につい

て，「江崎グリコ株式会社は，プチアイス『まゆたま』を２００６年３

月２０日（月）より全国で新発売いたします。」「『まゆたま』は，ひ

とくちサイズのアイスです。」「気軽につまめるプチサイズ」との記載

がある（乙６）。

(オ) 株式会社くらたの「お菓子のくらた プチケーキ」との見出しのホ

ームページにおいて，「プチケーキ」について，「ひとくちサイズのか

わいらしいケーキの詰め合わせです。」との記載がある（乙７）。

(カ) ラ・ポシェの「プチ焼き菓子詳細ページ：プチギフト」の見出しの

ホームページにおいて，「プチ焼き菓子」について，「小さな焼き菓子

は，甘いものが少しだけ食べたい時に気軽に食べられるのが魅力で

す。」との記載があり，「プチマドレーヌ」について「一口で食べられ

るプチサイズのマドレーヌ。」との記載があり，「ジャム入りプチマド

レーヌ」について「可愛い一口サイズ。」との記載がある（乙８）。

(キ) 「【楽天市場】ピアリア プチマドレーヌ（プレーン/紅茶/メイプ

ル）：IKSPIARI ONLINE SHOP」の見出しのホームページにおいて，「プ

チマドレーヌ」について，「お客様の声をご紹介」として，「我が家の

定番プチマドレーヌ！…一口サイズなのでお勧めです。」，「小さくて

食べやすく…」との記載がある（乙９）。

(ク) 読売新聞（２００４年１月２９日発行）に，「かわいくつまめるプ

チお菓子 たい焼き・ケーキ・スナック… 味は本格派」の見出しで，

「たい焼き，ショートケーキ，スナックなどミニサイズのお菓子をよく

見かけるようになった。」との記事が掲載されている（乙１０）。

(ケ) 毎日新聞（２０００年９月２１日発行）に，「［あじ散歩］東京・

中野『ふじの木』 手ごろな値段で濃厚な味を」の見出しで，「常に１

００種類以上のケーキと焼き菓子を用意。…人気は小さいチーズケーキ
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『プチ・フロマージュ』（１個１００円）」との記事が掲載されている

（乙１１）。

(コ) 「【楽天市場】◇プチメロンパン◇：白鳥製パン」の見出しのホー

ムページにおいて，「プチメロンパン」について，「商品が小さい」，

「食べやすい一口サイズ」，「ミニサイズ」，「一口サイズのプチメロ

ンパン」などの記載がある（乙１２）。

(サ) 「Petit pain a la menthe－自家栽培ミントのプチパン」の見出しの

ホームページにおいて，「自家栽培フレッシュミントのプチパン」につ

いて，「小さなプチパン」などの記載がある（乙１３）。

(シ) 「【楽天市場】フランスの最高級小麦のプチパンシリーズプチバゲ

ット ５本セット 本場フランスパン・小麦にこだわる無添加・を焼き

たて」の見出しのホームページにおいて，「プチバゲットセット」につ

いて，「最高級プチパンシリーズ」，「小さいけれどしっかりとパンの

目が詰まっています。」，「『バゲット』というにはかなり小さいパン

です。」，「ちいさいパンだからこそ，その味にこだわっていま

す。」，「その名の通り小さなバゲットです。…小さいけれどちゃんと

したバゲットです。」などの記載がある（乙１４）。

(ス) 「【楽天市場】パリの超有名なあのホテルも，いつも満席で予約必

須のカフェでも使っているパン プチパンロンド ５個セット小さい食

事系...」の見出しのホームページにおいて，「プチパンロンドセッ

ト」について，「最高級プチパンシリーズ」，「ちいさいパンだからこ

そ，その味にこだわっています。」，「小さいけれどしっかりした生地

をしています。」，「小さい食事系フランスパン」などの記載がある

（乙１５）。

ウ 加えて，「菓子及びパン」の分野において，特定の商品について，その

普通サイズの商品のシリーズとして小さいサイズ（ミニサイズ）の商品を
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意味する語として「プチ」の語が使用され，当該商品の形状又は品質を表

示するものとして取引されている実態が，以下のとおり存在する。

(ア) 株式会社ロッテのホームページにおいて，「お口の恋人 ロッテ｜

商品カタログ｜ビスケット」の見出しで，商品「チョコパイ」の広告が

あり，さらに商品「プチチョコパイ」について，「まあるいおいしさ，

おやつの定番。チョコパイからミニサイズのミニチョコパイ新登場。」

との記載がある（乙１６）。

(イ) 株式会社ロッテのホームページにおいて，「お口の恋人 ロッテ｜

商品カタログ｜アイス」の見出しで，商品「雪見だいふく」の広告があ

り，さらに商品「雪見だいふくプチ３色」について，「３つの味が楽し

めるプチサイズ」との記載がある（乙１７）。

(ウ) 株式会社ブルボンのホームページにおいて，「パッケージビスケッ

ト」の商品として各種商品を紹介している中に，「バタークッキー」及

び「チョコチップクッキー」がある（乙１８の１）。また，「米菓＆ビ

ーンズ」の商品として各種商品を紹介している中に，「チーズおかき」

がある（乙１８の２）。そして，「プチ＆プチポテトシリーズ」の商品

として各種商品を紹介している中に，上記商品の小さいサイズの商品と

して，「プチバタークッキー」「プチチョコチップ」及び「プチプラス

チーズおかき」がある（乙１８の３）。

(エ) 株式会社ブルボンのホームページにおいて，「ビットシリーズ」の

商品として各種商品を紹介している中に，「ビットアーモンド」及び

「ビットストロベリー」があり，それらの商品の小さいサイズの商品と

して，「プチビットアーモンド」及び「プチビットストロベリー」があ

る（乙１９）。

(オ) レークヒルファームのホームページにおいて，「牧場のアイスケー

キ」の見出しで，各種「アイスケーキ」について紹介している中に，
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「まきばのプチアイスケーキ」があり，それについて「小さなアイスケ

ーキ。」と記載している（乙２０）。

(カ) 明治製菓株式会社のホームページにおいて，商品カタログとして，

「おかし，キッズ・ファンシー」の商品として各種商品を紹介している

中に，「チョコベビー」及び「アポロ」があり（乙２１の１），それら

の商品の小さいサイズの商品をセットとした「プチアソート」を広告し

ている（乙２１の２）。

エ 以上の事実によれば，本件商標の登録査定時（平成１７年８月２３日）

には，「プチ」の文字は，本件商標の指定商品「菓子及びパン」の業界に

おいて，「小さい，かわいらしい」等の意味合いで普通に使用されている

とともに，小さいサイズのシリーズ商品を表す場合にも普通に使用され

て，取引者，需要者にこれらの意味合いをもって認識されていたというべ

きである。

オ 原告が前記１(3)アで指摘する辞典及びインターネット検索の結果に掲

載されている語も，「プチ」を「小さい」の意味の語であることを前提と

しているというべきであるし，仮に単に「小さい，かわいらしい」という

意味合いではない用法が掲載されているとしても，「プチ」という語が

「小さい」等の意味合いで頻繁に用いられる日常語に近い単語であること

に変わりがないから，原告主張の辞典，インターネット検索の結果によっ

ては，「プチ」の文字が商品の形状，品質等を表す語として普通に使用さ

れていることを，否定することにはならない。

カ してみれば，本件商標中の「プチ」の文字について，本件決定における

「『プチ』の文字は，『小さい，かわいらしい』等の意味合いを有するフ

ランス語（ｐｅｔｉｔ）の表音であって，菓子，パン等の指定商品の分野

においては商品の形状，品質等を表示する語として普通に使用されている

外来語と認められる。」とした認定（２頁１８行～２１行）に誤りはな
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い。そして，その認定に基づく，本件商標から「大阪のバナナ」の観念が

生ずる旨の認定にも誤りはない。

(2) 取消事由３に対し

ア 上記(1)のとおり，「プチ」の文字は，「小さい」等の意味で広く使用

されているものであり，「バナナ」の語は，果物の一種「バナナ」を表す

ものとして広く一般に知られているものであるから，それぞれの文字から

「小さい」及び「バナナ」の意味合いを想起するというべきであり，「プ

チバナナ」の文字が何らの観念を生じさせないということはできない。

原告は，本件商標が「プチバナナ」に特徴があることを前提とした主張

をしているが，その前提は，上記(1)のとおり，「プチ」の文字につい

て，本件商標の指定商品の分野における取引の実情を誤って理解している

ものといえるから，それに基づく原告の主張は，失当というべきである。

イ 引用商標は，「大阪ばな奈」の文字を書してなるものであるから，「オ

オサカバナナ」と称呼されるものである。そして，「オオサカバナナ」と

称呼された場合には，「バナナ」が広く知られ，馴染み深い果物であるこ

とから，「バナナ」の音の部分から，直ちに「バナナ」を連想，想起し，

全体として「大阪のバナナ」を観念する場合が少なくないというべきであ

る。そうすると，引用商標より「大阪のバナナ」の観念を生ずることは否

定できない。

ウ してみると，本件商標と引用商標とは，「大阪のバナナ」の観念を共通

にするものであるから，両商標が観念において類似するとした本件決定に

誤りはない。

(3) 取消事由４に対し

本件商標は，その構成文字に相応して「オオサカプチバナナ」の称呼を生

じ，他方，引用商標は，その構成文字より「オオサカバナナ」の称呼を生ず

る。両称呼を比較すると，称呼の識別において印象に強く残る前半部におい
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て「オオサカ」の音を同じくし，後半部においても「バナナ」の音を同じく

するものであって，わずかに中間部において「プチ」の音の有無の差異を有

するにすぎない。

加えて，上記(1)のとおり，両称呼の差異音である「プチ」の語は，大き

さを形容する語であり，観念的にも強い印象を与えるものとはいえないか

ら，本件商標の「プチ」の音は，称呼の識別において比較的聴取しがたい中

間に位置していることも相俟って，必ずしも明確に聴取されず，両称呼をそ

れぞれを一連に称呼した場合，相当程度近似した相紛らわしい音として聴取

されるというべきである。

そうすると，本件商標と引用商標とは，称呼において相当程度相紛らわし

いものである。

(4) 取消事由５に対し

登録異議の申立てに対する決定の判断基準時点は，当該商標を登録すべき

ものとした処分（査定又は審決）の時点と解すべきであるところ，本件商標

の登録査定時（平成１７年８月２３日）には，引用商標に係る原告主張の商

標登録取消審判が未だ請求さえされていない時点（審判請求日は，平成１９

年２月８日）であり，引用商標は，有効に存続していたものである。

したがって，原告主張の商標登録取消審判により，引用商標の登録が取り

消されたとしても，本件決定の結論に影響するものではない。

第４ 当裁判所の判断

１ 請求原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（決定の内容）の各事実

は，当事者間に争いがない。

２ 引用商標の不使用取消審決との関係（取消事由５）について

(1) 証拠（甲８，９の１～３，１０）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，

平成１９年２月８日付けで引用商標に係る商標登録（登録第４４４２５４２

号）について，法５０条１項による不使用取消審判請求をし，同請求は特許
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庁に取消２００７－３００１３７号事件として係属するとともに，平成１９

年２月２８日付けでその商標登録原簿に商標登録取消し審判の予告登録がな

されたところ，特許庁は，平成１９年６月１９日，被請求人である訴外会社

は何ら答弁をしないから，訴外会社は引用商標の使用をしていることを証明

せず使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない

ことになるとして，引用商標に係る商標登録（登録第４４４２５４２号）を

取り消す旨の審決（別件審決）をし，同審決は平成１９年７月３０日に確定

し，同登録は平成１９年８月２３日閉鎖されたことが認められる。

(2) そうすると，引用商標に係る商標登録（登録第４４４２５４２号）は，

上記不使用取消審判請求の予告登録日である平成１９年２月２８日に消滅し

たものとみなされることになる（法５４条２項）。

しかし，商標登録が法４条１項１１号に違反するかどうかの判断の基準時

は登録査定時であると解されるところ，本件商標登録の登録査定日は，前記

のとおり平成１７年８月２３日である（争いがない）から，そのときには，

引用商標に係る商標登録（登録第４４４２５４２号）が，いまだ消滅してい

ないことは明らかである。

原告は，本件決定の日である平成１９年４月１９日には引用商標に係る商

標登録は消滅していたから同決定は違法であるとか，訴外会社による本件登

録異議申立ては遡及的に申立ての利益がないことになるとか主張するが，本

件商標登録が法４条１項１１号に違反するかどうかの判断基準時は，前記の

とおり登録査定時たる平成１７年８月２３日であると解されるから，原告の

上記主張は採用することができない。

もっとも，これらの事情は，後記のとおり，商標の類否判断における取引

の実情として斟酌されるべきものである。

３ 本件商標と引用商標の類否（取消事由１，２，３，４）

(1) 商標の類否は，対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場
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合に，商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決す

べきであるが，それには，そのような商品に使用された商標がその外観，観

念，称呼等によって取引者，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合して

全体的に考察すべく，しかもその商品の取引の実情を明らかにし得る限り，

その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。そして，商標の外

観，観念又は称呼の類似は，その商標を使用した商品につき出所の誤認混同

のおそれを推測させる一応の基準にすぎず，したがって，これら３点のうち

類似する点があるとしても，他の点において著しく相違することその他取引

の実情等によって，何ら商品の出所を誤認混同をきたすおそれの認めがたい

ものについては，これを類似商標と解することはできないというべきである

（最高裁昭和４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁参

照）。

そこで，以上の見地から本件事案について検討する。

(2) 外観の対比

本件商標は，「大阪プチバナナ」というものである。これに対して，引用

商標は，「大阪ばな奈」というものである。したがって，両者は，「大阪」

の点では全く同じであるが，それに続く文字が，本件商標では，「プチバナ

ナ」と片仮名で記載したものであるのに対し，引用商標は，「ばな奈」と平

仮名で記載したものであって，この点において外観が異なる。

「大阪」は，近畿地方にある都市名であるから，本件商標や引用商標に接

した取引者，需要者は，「大阪」について都市名としか認識せず，したがっ

て，特にこの部分に識別力があるということはない。

以上述べたところからすると，本件商標と引用商標は，外観において類似

しないというべきである。

(3) 観念の対比

ア 「プチ」については，国語辞典に，次の記載がある。
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(ア) 「広辞苑第五版」２３４０頁（１９９８年１１月１１日株式会社岩

波書店発行。乙１）には，「プチ【ｐｅｔｉｔフランス】」の見出し

で，「『小さい』『かわいい』などの意。」との記載がある。

(イ) 「新明解国語辞典第六版」１３０６頁（２００６年２月１０日株式

会社三省堂発行］。乙２）には，「プチ（接頭）〔フ petit〕」の見

出しで，「通常のものよりも小型である様子。」との記載がある。

イ 本件商標の指定商品である「菓子及びパン」について，「プチ」が，

「小さい」又は「かわいらしい」の意味合いで使用されている事例が，以

下のとおり多くある。

(ア)ａ カバヤ食品株式会社は，「カバヤ食品のホームページ おかしカ

タログ チョコレート」の見出しのウェブページにおいて，各商品に

ついて，以下のとおり広告している（乙３の１）。

(ａ) チョコレート菓子「プチソフト」について，商品説明に「…ソ

フトクリームをそのままミニチュア化したチョコスナック」との記

載がある（乙３の２）。

(ｂ) チョコレート菓子「プチソフトいちご」について，商品説明に

「…ソフトクリームをそのままミニチュア化したチョコスナック」

との記載がある（乙３の３）。

(ｃ) チョコレート菓子「プチプリンチョコ」について，商品説明に

「プリンをモチーフにしたかわいい小粒チョコ」との記載がある

（乙３の４）。

(ｄ) チョコレート菓子「プチパステル」について，商品説明に「テ

ィッピングアイスのような，かわいいチョコスナック」との記載が

ある（乙３の５）。

ｂ カバヤ食品株式会社のウェブページにおいて，チョコレート菓子

「プチソフト」及び「プチソフトいちご」について，商品の包装に
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「小さくてかわいい！！ソフトクリームみたいなコーンカップチョ

コ」との記載があり，商品説明に「小さくてかわいい，ソフトクリー

ムみたいなコーンカップチョコ。」との記載がある（乙３の６～

９）。

ｃ カバヤ食品株式会社の「チョコ三昧バックナンバー【カバヤ】２０

０１年」との見出しのウェブページにおいて，「カバヤ プチプリ

ン」について，「２００１年５月」，「…でも形はかわいいプリン」

との記載がある（乙４）。

ｄ カバヤ食品株式会社の「チョコ三昧バックナンバー【カバヤ】２０

０２」との見出しのウェブページにおいて，「カバヤ プチごまだん

ごチョコ」について，「２００２年９月」，「プチデザートシリーズ

そっくりかわいい中華なデザートチョコ」，「…昨年９月に箱入り

の『ごまチョコ』ってのがあって，…そう，全く同じなんですけど，

チョコの味が全然違う。」との記載がある（乙５）。

(イ) 江崎グリコ株式会社の「ひとくちアイス『まゆたま』新発売／２０

０６年２月」との見出しのウェブページにおいて，「まゆたま」につい

て，「江崎グリコ株式会社は，プチアイス『まゆたま』を２００６年３

月２０日（月）より全国で新発売いたします。」「『まゆたま』は，ひ

とくちサイズのアイスです。」「気軽につまめるプチサイズ」との記載

がある（乙６）。

(ウ) 株式会社くらたの「お菓子のくらた プチケーキ」との見出しのウ

ェブページにおいて，「プチケーキ」について，「ひとくちサイズのか

わいらしいケーキの詰め合わせです。」との記載がある（乙７）。

(エ) ラ・ポシェの「プチ焼き菓子詳細ページ：プチギフト」の見出しの

ウェブページにおいて，「プチ焼き菓子」について，「小さな焼き菓子

は，甘いものが少しだけ食べたい時に気軽に食べられるのが魅力で
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す。」との記載があり，「プチマドレーヌ」について「一口で食べられ

るプチサイズのマドレーヌ。」との記載があり，「ジャム入りプチマド

レーヌ」について「可愛い一口サイズ。」との記載がある（乙８）。

(オ) 「【楽天市場】ピアリア プチマドレーヌ（プレーン/紅茶/メイプ

ル）：IKSPIARI ONLINE SHOP」の見出しのウェブページにおいて，「プ

チマドレーヌ」について，「お客様の声をご紹介」として，「我が家の

定番プチマドレーヌ！…一口サイズなのでお勧めです。」，「小さくて

食べやすく…」との記載がある（乙９）。

(カ) 読売新聞（２００４年１月２９日発行）に，「かわいくつまめるプ

チお菓子 たい焼き・ケーキ・スナック… 味は本格派」の見出しで，

「たい焼き，ショートケーキ，スナックなどミニサイズのお菓子をよく

見かけるようになった。」との記事が掲載されている（乙１０）。

(キ) 毎日新聞（２０００年９月２１日発行）に，「［あじ散歩］東京・

中野『ふじの木』 手ごろな値段で濃厚な味を」の見出しで，「常に１

００種類以上のケーキと焼き菓子を用意。…人気は小さいチーズケーキ

『プチ・フロマージュ』（１個１００円）」との記事が掲載されている

（乙１１）。

(ク) 「【楽天市場】◇プチメロンパン◇：白鳥製パン」の見出しのウェ

ブページにおいて，「プチメロンパン」について，「商品が小さい」，

「食べやすい一口サイズ」，「ミニサイズ」，「一口サイズのプチメロ

ンパン」などの記載がある（乙１２）。

(ケ) 「Petit pain a la menthe－自家栽培ミントのプチパン」の見出しの

ウェブページにおいて，「自家栽培フレッシュミントのプチパン」につ

いて，「小さなプチパン」などの記載がある（乙１３）。

(コ) 「【楽天市場】フランスの最高級小麦のプチパンシリーズプチバゲ

ット ５本セット 本場フランスパン・小麦にこだわる無添加・を焼き
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たて」の見出しのウェブページにおいて，「プチバゲットセット」につ

いて，「最高級プチパンシリーズ」，「小さいけれどしっかりとパンの

目が詰まっています。」，「『バゲット』というにはかなり小さいパン

です。」，「ちいさいパンだからこそ，その味にこだわっていま

す。」，「その名の通り小さなバゲットです。…小さいけれどちゃんと

したバゲットです。」などの記載がある（乙１４）。

(サ) 「【楽天市場】パリの超有名なあのホテルも，いつも満席で予約必

須のカフェでも使っているパン プチパンロンド ５個セット小さい食

事系...」の見出しのウェブページにおいて，「プチパンロンドセッ

ト」について，「最高級プチパンシリーズ」，「ちいさいパンだからこ

そ，その味にこだわっています。」，「小さいけれどしっかりした生地

をしています。」，「小さい食事系フランスパン」などの記載がある

（乙１５）。

(シ) 株式会社ロッテのウェブページにおいて，「お口の恋人 ロッテ｜

商品カタログ｜ビスケット」の見出しで，商品「チョコパイ」の広告が

あり，さらに商品「プチチョコパイ」について，「まあるいおいしさ，

おやつの定番。チョコパイからミニサイズのミニチョコパイ新登場。」

との記載がある（乙１６）。

(ス) 株式会社ロッテのウェブページにおいて，「お口の恋人 ロッテ｜

商品カタログ｜アイス」の見出しで，商品「雪見だいふく」の広告があ

り，さらに商品「雪見だいふくプチ３色」について，「３つの味が楽し

めるプチサイズ」との記載がある（乙１７）。

(セ) 株式会社ブルボンのウェブページにおいて，「パッケージビスケッ

ト」の商品として各種商品を紹介している中に，「バタークッキー」及

び「チョコチップクッキー」がある（乙１８の１）。また，「米菓＆ビ

ーンズ」の商品として各種商品を紹介している中に，「チーズおかき」
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がある（乙１８の２）。そして，「プチ＆プチポテトシリーズ」の商品

として各種商品を紹介している中に，上記商品の小さいサイズの商品と

して，「プチバタークッキー」「プチチョコチップ」及び「プチプラス

チーズおかき」がある（乙１８の３）。

(ソ) 株式会社ブルボンのウェブページにおいて，「ビットシリーズ」の

商品として各種商品を紹介している中に，「ビットアーモンド」及び

「ビットストロベリー」があり，それらの商品の小さいサイズの商品と

して，「プチビットアーモンド」及び「プチビットストロベリー」があ

る（乙１９）。

(タ) レークヒルファームのウェブページにおいて，「牧場のアイスケー

キ」の見出しで，各種「アイスケーキ」について紹介している中に，

「まきばのプチアイスケーキ」があり，それについて「…小さなアイス

ケーキ。」と記載している（乙２０）。

(チ) 明治製菓株式会社のホームページにおいて，商品カタログとして，

「おかし，キッズ・ファンシー」の商品として各種商品を紹介している

中に，「チョコベビー」及び「アポロ」があり（乙２１の１），それら

の商品の小さいサイズの商品をセットとした「プチアソート」を広告し

ている（乙２１の２）。

ウ 以上のア及びイの各事実によると，「プチ」は，「小さい，かわいらし

い」等の意味合いを有するフランス語（petit) の表音であって，「菓子及

びパン」について「小さい」又は「かわいらしい」の意味合いで使用され

ている事例が多く見られるから，本件商標の指定商品である「菓子及びパ

ン」の分野においては，商品の形状，品質等を表示する語として普通に使

用されている外来語であると認められる。

エ 原告は，研究社「新英和大辞典」の記載（前記第３の１(3)ア(ウ)ｂ）

及び「インターネットInfoseek楽天 マルチ辞典」の記載（前記第３の１
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(3)ア(ウ)ｃ）に基づき，フランス語の「petit」については，「小さい，

かわいらしい」等の意味合いを越えた独自の意義が発生しており，単なる

商品の形状，品質等を表示する語ではない旨主張する。しかし，原告が前

記第３の１(3)ア(ウ)ｂ及びｃで挙げる例の多くは，「petit」が「小さ

い，かわいらしい」の語義を有することに由来するものということができ

る上，我が国の「菓子及びパン」の分野における使用例でもないから，上

記の各記載は，上記ウの認定を左右するものではない。

また原告は，「インターネットInfoseek楽天 ハイブリッド検索」で

「プチ」の造語を検索した結果（前記第３の１(3)ア(エ)ａ）に基づい

て，「プチ」の文字は，「小さい，かわいらしい」等の意味合いを越えた

独自造語となっており，単なる商品の形状，品質等を表示する語ではない

旨主張する。しかし，原告が前記第３の１(3)ア(エ)ａで挙げる例の多く

は，「petit」が「小さい，かわいらしい」の語義を有することに由来す

るものということができる上，我が国の「菓子及びパン」の分野における

使用例でもないから，上記検索結果は，上記ウの認定を左右するものでは

ない。

さらに，原告は，原告が主張する使用例は，「プチ」が単に性状を表す

というよりは，音自体が有する性状から言葉の響きのみで使用されている

例が多いと主張する。しかし，原告が主張する使用例の多くは，上記のと

おり「petit」が「小さい，かわいらしい」の語義を有することに由来す

るものということができるから，音自体が有する性状から言葉の響きのみ

で使用されている例が多いということはできず，原告が主張する使用例

は，上記のとおり上記ウの認定を左右するものではない。

オ 本件商標は「大阪プチバナナ」というものであるから，このうち，「プ

チ」の部分は，上記のとおり，「小さい」又は「かわいらしい」という意

味を有する，商品の形状，品質等を表示する語として理解され，「大阪の
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小さな（かわいらしい）バナナ」という観念が生ずるものと認められる。

これに対し，引用商標は，「大阪ばな奈」というものであるところ，

「ばな奈」の文字は，「奈」という漢字を含み，バショウ科の果実（ｂａ

ｎａｎａ）の日本語による通常の表記である「バナナ」又は「ばなな」と

はやや異なるものの，表記の類似性からして，バショウ科の果実である

「バナナ」を連想させるということもできるから，「大阪のバナナ」の観

念を生ずるものと認められる。

そうすると，本件商標と引用商標とは，観念においては，商品の形状・

品質等を表示する語として理解される「プチ」の部分が異なるのみで，あ

る程度類似するということができる。

(4) 称呼の対比

本件商標の称呼は「オオサカプチバナナ」であり，引用商標の称呼は「オ

オサカバナナ」であるから，前半部の「オオサカ」と後半部の「バナナ」の

音を同じくするものである。しかし，本件商標と引用商標は，中間部におい

て「プチ」の音の有無に差異がある。「プチ」は，はっきり識別できる音で

あって特徴的な響きを有するものであるから，本件商標と引用商標は，称呼

において共通する点があるものの，異なる点もあるということができる。

(5) 取引の実情

ア 証拠（甲１１，１２の１～３，１３～１５の各１・２）及び弁論の全趣

旨によれば，原告は，平成１６年１０月１日から，ＪＲ西日本の新大阪駅

構内において，「大阪プチバナナ」という名称の焼き菓子の販売を始め，

以後，本件商標を使用した焼き菓子の販売を行っていること，原告が使用

している商標は，「大阪」と「バナナ」の部分を青色で記載し「プチ」の

部分を白色で記載したもの，又は「大阪」と「バナナ」の部分を黄色で記

載し「プチ」の部分を灰色で記載したものであることが認められる。

したがって，本件商標登録の登録査定時（平成１７年８月２３日）に
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は，本件商標には一定の信用が形成されていたものと認められる。

イ 一方，前記２(1)のとおり，引用商標に係る商標登録（登録第４４４２

５４２号）は，訴外会社が引用商標の使用をしていることを証明せず使用

をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしないことを

理由として，これを取り消す旨の審決（別件審決）がされ，この審決は確

定したのであるから，訴外会社は，原告による法５０条１項による不使用

取消審判請求の登録時前３年以内（平成１６年３月１日から平成１９年２

月２８日）に，引用商標を使用していなかったものと認められる。したが

って，訴外会社は，本件商標登録の登録査定時（平成１７年８月２３日）

はもとより，その以前から引用商標を使用していなかったものと認められ

るから，本件商標登録の登録査定時（平成１７年８月２３日）に，引用商

標に何らかの信用が形成されていたとは認めることはできない。

(6) 類否の有無

以上(2)ないし(5)を総合すると，本件商標と引用商標は，外観は類似せ

ず，観念はある程度類似し，称呼は共通する点があるものの異なる点もある

程度であり，これらの諸要素に，取引の実情として，本件商標登録の登録査

定時（平成１７年８月２３日）に本件商標には一定の信用が形成されていた

ものの引用商標に何らかの信用が形成されていたとはいえないという事実が

あることを総合勘案すると，本件商標登録の登録査定時たる平成１７年８月

２３日の時点において商品の出所を誤認混同するおそれがあったとは認めら

れないというべきであり，本件商標と引用商標が類似するということはでき

ない。

したがって，本件商標と引用商標が類似するとした本件決定の判断には，

類似性についての判断を誤った違法があることになる。

４ 結語

よって，原告主張の取消事由は理由があるから，原告の請求を認容すること
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として，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所 第２部

裁判長裁判官 中 野 哲 弘

裁判官 森 義 之

裁判官 澁 谷 勝 海


